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Ⅱ 個人所得課税関係 

 

住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）制度の見直し 

(1) 特別特例取得した場合の措置 

   住宅の取得等で特別特例取得(注)に該当するものをした個人が、その特別特例取得を

した家屋を令和３年１月１日から令和４年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供

した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期

間の３年間延⾧の特例を適用できることとされました（新型コロナ税特法６の２①③）。 

(注)「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が 10％

である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にそ

の契約が締結されているものをいう（新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する

ための国税関係法律の臨時特例に関する法律（新型コロナ税特法）６の２②、同令 4 の

2①）。 

 ① 居住用家屋の新築…令和２年 10 月１日から令和３年９月 30 日までの期間 

 ② 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは中古住宅の取得又はその

者の居住の用に供する家屋の増改築等…令和２年 12 月１日から令和３年 11 月 30 日

までの期間 

 

(2) 床面積 40 ㎡以上 50 ㎡未満の家屋への適用と所得制限 

   上記⑴の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が取得等を

した床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用できるこ

ととされました。 

   ただし、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋に係る上記⑴の住

宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、その者の 13 年間の控除期間

のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年については、適

用しないこととされました（新型コロナ税特法６の２④⑩、同令 4 の 2②）。 

 

(3) その他の措置 

 上記⑴及び⑵について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得

税額の特別控除と同様とされ、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所

得税額の特別控除の特例についても同様の措置が講じられました（新型コロナ税特法６

の２⑤⑦）。 
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（財務省資料より）  

 

総合課税の対象となる社債利子等の範囲の整備 

 同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と

特殊の関係のある個人(注)及びその親族等が支払を受けるものは、総合課税の対象とされま

した（措法３①四）。 

 また、当該個人及びその親族等が支払を受けるその同族会社が発行した社債の償還金に

ついても、総合課税の対象とされました（措法 37 の 10③八）。 

 (注)「法人と特殊の関係のある個人」とは、法人との間に発行済株式等の 50％超の保有

関係がある個人等をいう（措令 1 の 4③④）。 
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セルフメディケーション税制の延長と見直し 

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（セルフメディケーショ

ン税制）について、次の措置を講じた上、その適用期限が５年（令和８年 12 月 31 日まで）

延⾧されました（措法 41 の 17①）。 

(1) 本特例の対象となる医薬品の範囲 

  本特例の対象となる医薬品の範囲について、次の見直しが行われました（措法 41 の

17②③、同 26 の 27 の 2②③④）。 

 ① スイッチ OTC 医薬品から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認めら

れるものの除外。 

 ② スイッチ OTC 医薬品と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は一般用医薬

品（スイッチ OTC 医薬品を除く。）で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著

しく高いと認められるもの（３薬効程度）を対象に追加。 
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(2) 取組関係書類の添付等の省略 

  健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査等の健康の保持増進及び疾病の予防へ

の取組を行ったことを明らかにする書類（以下「取組関係書類」）については、確定申告

書への添付又は確定申告書の提出の際の提示は不要とされました。 

  この場合において、税務署⾧は、確定申告期限等から５年間、当該取組関係書類の提示

又は提出を求めることができることとされ、当該求めがあったときは、その適用を受ける

者は、当該取組関係書類の提示又は提出をしなければならないこととされました。 

  なお、確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品購入費の明細書には、その取組に関す

る事項を記載しなければならないこととされました（措法 41 の 17④、所法 120⑤）。 

 

退職所得課税の適正化（短期退職手当等に係る制度） 

 その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が５年以下である

者が当該退職手当等の支払者から当該勤続年数に対応するものとして支払を受けるもので

あって、特定役員退職手当等(注)に該当しないもの（以下「短期退職手当等」）に係る退職

所得の金額の計算につき、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額

のうち 300 万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上２ 分の１ とする措置

を適用しないこととされました（所法 30②）。 

 この見直しに伴い、短期退職手当等と短期退職手当等以外の退職手当等がある場合の退

職所得の金額の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉

徴収票の記載事項等について所要の措置が講じられました（所法 30⑦、201①、203①、同

令 69 の 2①③、71 の 2、319 の 3）。 

(注)「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が５年以下である者が支払を受ける退職

手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをい

います（所法 30④）。 
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子育て助成の非課税措置 

 国又は地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成をする事業その他これに類

する一定の助成をする事業により、これらの助成を受ける者の居宅において保育その他の

日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施設その他の一定の施設

の利用に要する費用に充てるため給付される金品については、所得税を課さないこととさ

れました（所法９①十六）。 

 

 
（財務省資料より）   
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確定拠出年金制度についての見直し 

 確定拠出年金法施行令の改正を前提に、確定拠出年金制度について次の見直し等が行わ

れた後も、現行の税制上の措置が適用されます（所法 75②）。 

① 確定給付企業年金制度の加入者の企業型確定拠出年金の拠出限度額（改正前：月額 2.75

万円）を、月額 5.5 万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額 

② 確定給付企業年金制度の加入者の個人型確定拠出年金の拠出限度額（改正前：月額 1.2

万円）を、月額 5.5 万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金

の掛金額を控除した額（月額２万円を上限） 

③ 
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申告義務がある者の還付申告書の提出期間の見直し等 

(1) 確定申告義務がある還付申告書についての措置 

  所得税の確定所得申告についてその計算した所得税の額の合計額が配当控除の額を超

える場合であっても、控除しきれなかった外国税額控除の額があるとき、控除しきれな

かった源泉徴収税額があるとき又は控除しきれなかった予納税額があるときは、確定申

告書の提出を要しないこととされました（所法 120①、復興財確法 17）。 

  この場合における確定申告書の提出期間については、現行の確定申告義務のない者の

還付申告書の提出期間（その年の翌年１月１日から５年間）と同様とされました。 

(注)上記⑴の改正に伴い、提出義務のなくなった申告書の提出があった場合において、そ

の提出の日（令和４年１月１日以後に限る。）の翌日から起算して ２年を経過する日が

個人住民税における通常の賦課決定の除斥期間経過後に到来するときは、その提出の日

の翌日から起算して２年間、個人住民税の賦課決定を行うことができる。 

 

(2) 上記⑴の見直しに伴う財産債務調書の提出義務者の範囲の整備 

  上記⑴の改正に関わらず、還付申告書（その計算した所得税の額の合計額が配当控除の

額を超える場合における還付申告書に限る。）を提出することができる者は、従前どおり

財産債務調書の提出義務者とされました（国外送金等調書法６の２①二）。 
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Ⅲ 資産課税関係 

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し 

１ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 

令和 3 年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締

結した場合における非課税限度額(注)が、次のとおり、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3

月 31 日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられました（措法 70 の 2②六イ、七

イ）。 

① 消費税等の税率 10％が適用される住宅用家屋の新築等 1,500 万円(改正前 1,200 万

円) 

② 上記以外の住宅用家屋の新築等 1,000 万円（改正前 800 万円） 

また、受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000 万円以下であ

る場合に限り、床面積要件の下限を 40 ㎡（改正前：50 ㎡）以上に引き下げられました

（措令 40 の 4 の 2①②））。 

 （注）「非課税限度額」とは、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税

限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそ

れぞれ 500 万円を減じた額となる（措法 70 の 2②六ロ、七ロ）。 

 

 
（財務省資料より） 

 

２ 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 

  床面積要件の下限が 40 ㎡（改正前：50 ㎡）以上に引き下げられました（措令 40 の

5①）。 

 

教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し 

１ 教育資金の一括贈与非課税措置 

  直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の

措置を講じた上、その適用期限が 2 年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧されました（措法

70 の 2 の 2①）。 
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(1) 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合

には、その死亡の日までの年数にかかわらず（改正前：贈与者の死亡前 3 年以内に贈与し

たものに限られる。）、同日における管理残額(注)を、受贈者が当該贈与者から相続等によ

り取得したものとみなされます（措法 70 の 2 の 2⑫）。 

なお、その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除かれます（措

法 70 の 2 の 2⑬）。 

① 23 歳未満である場合 

② 学校等に在学している場合 

③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 

 （注）「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額をいう（⑵に

おいて同じ。）。 

(2) 上記⑴により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子

以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相

続税額の 2 割加算の対象となりました（改正前措法 70 の 2 の 2⑩四の廃止）。 

(3) 本措置の対象となる教育資金の範囲（措令 40 の 4 の 3⑦）に、1 日当たり 5 人以下の

乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の

証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等が加えられました。 

 

文部科学省（Q&A（「教育資金」及び「学校等の範囲等」） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/20201105-mxt_kouhou02-1332772_01.pdf）。 

 

 

（文部科学省資料より）  

 

２ 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置 

 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につい
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て、次の要件が加えられた上、その適用期限が 2 年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧され

ました（措法 70 の 2 の 3①）。 

(1) 贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額(注)について、当該贈与

者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額

が、相続税額の 2 割加算の対象となりました（改正前措法 70 の 2 の 3⑩四の廃止）。 

（注）「管理残額」とは、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。 

⑵ 本措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲（措令 40 の 4 の 4 ⑦四、措規 23 の 5 の

4②）に、1 日当たり 5 人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事

等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等が加わ

りました（上記 1（3）と同じ。）。 

 

非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の見直し 

 非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置（措法 70 の 7 の 6）について、次に掲

げる場合には、特例後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社等の役

員でないときであっても、本措置の適用を受けることができることとなりました（措規 23

の 12 の 3⑪）。 

① 相続人が 70 歳未満（改正前：60 歳未満）で死亡した場合（一般措置（措法 70 の 7 の

2）についても同様（措規 23 の 10⑧）。） 

② 後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた

特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合 
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Ⅳ 法人課税関係 

 

事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度（デジタルトランスフォ

ーメーション投資促進税制）（創設） 

(1) 設備に係る措置 

   青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者であ

るものが、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行の日（令和 3 年 8 月

2 日）から令和５年３月 31 日までの期間（以下「指定期間」という。）内に、同法の認

定事業適応計画に従って実施される同法の情報技術事業適応（生産性の向上又は需要の

開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣

の確認を受けたものに限る。）の用に供するために特定のソフトウエアの新設若しくは

増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に

係る費用（繰延資産となるものに限る。）を支出する場合において、その新設又は増設に

係る特定のソフトウエア並びにその特定のソフトウエア又はその利用するソフトウエ

アとともに情報技術事業適応の用に供する機械装置及び器具備品（主として試験研究の

用に供される一定のものを除く。以下「情報技術事業適応設備」という。）の取得等をし

て、国内にあるその法人の事業の用に供した場合（貸付けの用に供した場合を除く。）に

は、その取得価額（下記⑵の措置の対象となる繰延資産の額との合計額が 300 億円を超

える場合には、300 億円に情報技術事業適応設備の取得価額がその合計額のうちに占め

る割合を乗じて計算した金額）の 30%相当額の特別償却とその取得価額の３％（情報技

術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のもの（注１）の用に供する情

報技術事業適応設備については、５％）相当額の特別税額控除（その事業年度の所得に

対する法人税の額の 20％相当額を限度とする。）（注２）との選択適用ができることとさ

れました（措法 42 の 12 の７①④）。 

(注)１ 産業競争力の強化に著しく資する一定のものとは、産業競争力の強化に著しく資

するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主

務大臣の確認を受けたものをいう（措令 27 の 12 の 7②）。経済産業大臣が定める

基準は、グループ（会社法上の親子会社関係にある会社によって構成されるグルー

プをいう。）外の事業者とデータ連携が行われることが、告示で定められています

(令 3.7 経済産業省告示 165)。 

   ２ 中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）又は農業協同組合等以外

の法人につき、一定の要件を満たさない場合には、研究開発税制その他生産性の向

上に関連する特別税額控除の規定を適用できないこととする措置の対象に本制度

に係る特別税額控除制度が加えられる（措法 42 の 13⑥）。 

 

(2) 繰延資産に係る措置 
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   青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報

技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出し

た場合には、その支出した費用に係る繰延資産の額（上記⑴の措置の対象となる資産の

取得価額との合計額が 300 億円を超える場合には、300 億円にその繰延資産の額がその

合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額）の 30％相当額の特別償却とその繰延

資産の額の３％（情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のもの

を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る繰延資産につい

ては、５％）相当額の特別税額控除（その事業年度の所得に対する法人税の額の 20％相

当額（注３）を限度とする。）（注４）との選択適用ができることとされました（措法 42

の 12 の７②）。 

(注)３ 上記⑴の措置によりその事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金

額がある場合には、その金額を控除した残額となる（措法 42 の 12 の７⑤）。 

   ４ 上記（注２）と同様である。 

  

（連絡納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 15 の７、68 の 15 の

８）。） 

 

経済産業省（DX 投資促進税制 Q＆A）

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html 

 

 
（財務省資料より）  
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（財務省資料より）  

 

事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度（カーボンニュートラル

に向けた投資促進税制）（創設） 

 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者（その認

定に係る同法に規定する認定事業適応計画（エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関す

るものに限る。）にその計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措

置として同法に規定する生産工程効率化等設備（注１）又は需要開拓商品生産設備（注２）

（以下「生産工程効率化等設備等」という。）を導入する旨の記載があるものに限る。）であ

るものが、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行の日（令和 3 年 8 月 2

日）から令和６年３月 31 日までの間に、その計画に記載された生産工程効率化等設備等の

取得等をして、その法人の事業の用に供した場合において、「事業適応設備を取得した場合

等の特別償却又は特別税額控除制度（デジタルトランスフォーメーション投資促進税制）」

の規定の適用を受けないときは、その取得価額（その認定エネルギー利用環境負荷低減事業

適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得等を

する生産工程効率化等設備等の取得価額の合計額が 500 億円を超える場合には、500 億円

にその事業の用に供した生産工程効率化等設備等の取得価額がその合計額のうちに占める

割合を乗じて計算した金額）の 50％相当額の特別償却とその取得価額の５％（エネルギー

の利用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のもの（注 3）については、10％）相
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当額の特別税額控除（その事業年度の所得に対する法人税の額の 20％相当額（注 4）を限

度とする。）（注 5）との選択適用ができることとされました（措法 42 の 12 の７③⑥）。 

(注)１ 生産工程効率化等設備とは、生産工程の効率化による温室効果ガスの削減その他

の特定の事業適応に用いられる一定の設備をいう（産業競争力強化法２⑬）。 

 ２ 需要開拓商品生産設備とは、特定の事業適応に用いられる商品であって、温室効果

ガスの削減に資する事業活動に特に寄与する商品その他の我が国事業者による新た

な需要の開拓に寄与することが見込まれる商品として主務大臣が定める商品の生産

に専ら使用される設備をいう（産業競争力強化法２⑭）。 

3 エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のものとは、エ

ネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣

が定める基準に適合するもの及び需要開拓商品生産設備をいう（措令 27 の 12 の 7

③）。 

4 「事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度（デジタルト

ランスフォーメーション投資促進税制）」の規定によりその事業年度の所得に対する

法人税の額から控除される金額がある場合には、その金額を控除した残額となる（措

法 42 の 12 の７⑥）。 

5 中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）又は農業協同組合等以外の

法人につき、一定の要件を満たさない場合には、研究開発税制その他生産性の向上

に関連する特別税額控除の規定を適用できないこととする措置の対象に本制度に係

る特別税額控除制度が加えられる（措法 42 の 13⑥）。 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 15 の７、68 の 15 の

８）。） 

 

経済産業省（エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画（ＣＮ税制）Q＆A） 

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnqa.pdf 
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（財務省資料より）  

 

（財務省資料より） 

 

試験研究を行った場合の特別税額控除制度（研究開発税制） 

(1) 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度（一般型） 

  試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、呼称が「一般型」とされた上、

次の見直しが行われました。 



19 

 

 イ 原則 

   特別税額控除率が次のとおり見直され、その下限が２％（改正前：６％）に引き下

げられました（措法 42 の４①）。 

  ① その事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が０である場合 

   8.5％ 

  ② ①に掲げる場合以外の場合 

   10.145％ʷ（9.4％ʷ増減試験研究費割合）×0.175（小数点以下３位未満切捨て。

２％が下限で、10％が上限） 

 ロ 特別税額控除率の上限を 14％とする特例 

   適用期限が２年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧されました（措法 42 の４②）。 

 ハ 特別税額控除率に係る特例 

   令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に開始する各事業年度について

は、上記イにかかわらず、特別税額控除率が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲

げる割合とされました（措法 42 の４②一）。 

  ① 増減試験研究費割合が 9.4％超の場合（③の場合を除く。） 

   10.145％＋（増減試験研究費割合ʷ9.4％）×0.35（小数点以下３位未満切捨て。

14％が上限（上記ロ参照）） 

  ② 増減試験研究費割合が 9.4％以下の場合（③の場合を除く。） 

   10.145％ʷ（9.4％ʷ増減試験研究費割合）×0.175（小数点以下３位未満切捨て。

２％が下限） 

  ③ その事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が０である場合 

   8.5％ 

 ニ 売上の減少及び試験研究費の増加の場合の特例 

   令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に開始する各事業年度のうち基準

年度比売上金額減少割合（注１）が２％以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度

試験研究費の額（注２）を超える事業年度（研究開発を行う一定のベンチャー企業に該

当する場合における特別税額控除の上限の特例の適用を受ける事業年度を除く。）の特

別税額控除の上限については、その事業年度の法人税の額の５％が上乗せされます（措

法 42 の４③三）。 

(注)１ 基準年度比売上金額減少割合とは、その事業年度の一定の売上金額が令和２年

２月１日前に最後に終了した事業年度（以下「基準事業年度」という。）の一定

の売上金額（以下「基準売上金額」という。）に満たない場合のその満たない部

分の金額の基準売上金額に対する割合をいう（措法 42 の４⑧六の二）。 

 ２ 基準年度試験研究費の額とは、基準事業年度の試験研究費の額をいう（措法 42

の４⑧六の三）。 
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 ホ 試験研究費割合が 10％を超える場合の特別税額控除率及び特別税額控除の上限の上

乗せ特例 

   適用期限が２年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧されました（措法 42 の４②二、③

二）。 

 

(2) 中小企業技術基盤強化税制 

  中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しが行われました。 

 イ 売上の減少及び試験研究費の増加の場合の特例 

   令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に開始する各事業年度のうち基準

年度比売上金額減少割合が２％以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究

費の額を超える事業年度の特別税額控除の上限にその事業年度の法人税の額の５％が

上乗せされます（措法 42 の４⑥三）。 

 ロ 増減試験研究費割合が８％を超える場合の特例 

   増減試験研究費割合が８％を超える場合の特例が増減試験研究費割合が 9.4％を超え

る場合に次のとおりとする特例に見直された上、その適用期限が２年（令和 5 年 3 月

31 日まで）延⾧されました（措法 42 の４⑤一・三、⑥一）。 

  ① 特別税額控除率 

   特別税額控除率は、次の割合とする。 

   12％＋（増減試験研究費割合ʷ9.4％）×0.35（小数点以下３位未満切捨て。17％が

上限） 

② 特別税額控除の上限 

    特別税額控除の上限は、その事業年度の所得に対する法人税の額の 10％を上乗せ

する。  

 ハ 試験研究費割合が 10％を超える場合の特別税額控除率及び特別税額控除の上限の上

乗せ特例 

   適用期限が２年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧されました（措法 42 の４⑤二・三、

⑥二）。 
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(3) 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度 

  特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、次の見直しが行われます。 

 イ 対象となる特別試験研究費の額に、国立研究開発法人の外部化法人との共同研究（注

３）及び国立研究開発法人の外部化法人への委託研究（注３）に要する費用の額が加え

られ、その特別税額控除率が 25％とされました（措法 42 の４⑦二）。 

   なお、関係法令の改正を前提に、国立大学、大学共同利用機関及び公立大学の外部化

法人との共同研究並びに国立大学、大学共同利用機関及び公立大学の外部化法人への

委託研究についても同様とされます（措令 27 の４㉗四・十一、措規 20㉑二・三）。 

(注)３ 共同研究及び委託研究の範囲は、出資後 10 年以内に限定しないことを除き、

研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への委

託研究（措規 20⑲）と同様である（措規 20㉑）。 

 ロ 特別試験研究費の対象となる特別研究機関等との共同研究及び特別研究機関等への

委託研究について、特別研究機関等の範囲に人文系の研究機関が加えられました（措令
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27 の４㉗一イに該当する「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」の

改正）。 

 ハ その事業年度における特別試験研究費の額であることの共同研究の相手方の確認に

ついて、第三者が作成した報告書等によって確認することが可能であることを明確化

する等の運用の改善が行われました（措規 20㊳）。 

 ニ 特別試験研究費の対象となる大学等との共同研究及び大学等への委託研究について、

契約上の試験研究費の総見込額が 50 万円を超えるものに限定されました（措規 20⑱

二）。 

   ただし、中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）及び農業協同組合等

については従前どおりです（措規 20⑱本文）。 

 ホ 特別試験研究費の対象となる特定中小企業者等への委託研究について、次の要件を

満たすものに限定されました（措令 27 の４㉗九）。 

① 受託者の委託に基づき行う業務がその受託者において試験研究に該当するもので

あること。 

② 委託に係る委任契約等（契約又は協定で、委任又は準委任の契約その他これに準ず

るものに該当するものをいう。）において、その委託して行う試験研究の目的とする

成果をその委託に係る委任契約等に基づき委託法人が取得するものとされているこ

と。 

 
（財務省資料より） 
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(4) 試験研究費の範囲 
 試験研究費について、次の見直しが行われました。 

 イ 試験研究費のうち、研究開発費として損金経理をした金額で非試験研究用資産（注４）

の取得価額に含まれるものが加えられました（措法 42 の４⑧一ロ）。 

   なお、上記に伴い、売上原価等の原価の額及び取得価額に研究開発費として損金経理

をした金額が含まれる非試験研究用資産の償却費、譲渡損及び除却損が試験研究費か

ら除外されるとともに、取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる

非試験研究用資産について本制度と特別償却等に関する制度との選択適用とされまし

た（措法 42 の４⑧一、53②）。 

(注)４ 非試験研究用資産とは、棚卸資産若しくは固定資産（事業の用に供する時にお

いて試験研究の用に供する固定資産を除く。）の取得に要した金額とされるべき

費用の額又は繰延資産（試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。）

となる費用の額をいう（措法 42 の４⑧一ロ）。 

 ロ リバースエンジニアリング（新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応

用を考案するために行う試験研究に該当しないもの）が除外されました（措法 42 の４

⑧一イ（1））。 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の９、68 の 42）。） 
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給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度 

(1) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の特別税額控除制度の見直し（人材確保等

促進税制へ衣替え） 

   給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の特別税額控除制度が見直され、青色申告

書を提出する法人が、令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に開始する各事

業年度において国内新規雇用者（注１）に対して給与等を支給する場合、新規雇用者給与

等支給額（注２）から新規雇用者比較給与等支給額（注３）を控除した金額の新規雇用者

比較給与等支給額に対する割合が２％以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支

給額（注４）の 15％（その事業年度の損金の額に算入される教育訓練費の額から比較教

育訓練費の額（注５）を控除した金額の比較教育訓練費の額に対する割合が 20％以上で

あるときは、20％）相当額の特別税額控除（その事業年度の所得に対する法人税の額の

20％相当額を限度とする。）ができる制度とされ、設備投資の要件（改正前措法 42 の 12

の 5①二）は、課されないこととされました（措法 42 の 12 の５①）。 

(注)１ 国内新規雇用者とは、法人の国内雇用者のうち、その法人の有する国内の事業所

に勤務することとなった日から１年を経過していないものとして一定のもの（支
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配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。）をいう（措法

42 の 12 の５③一、措令 27 の 12 の 5③）。 

 

 
（財務省資料より）  

 

 ２ 新規雇用者給与等支給額とは、法人の各事業年度（以下「適用年度」という。）

の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者（雇用保険法に規定

する一般被保険者に該当するものに限る。）に対する給与等の支給額（その給与等

に充てるため他の者から支払を受ける金額（雇用調整助成金及びこれに類するも

のの額（以下「雇用安定助成金額」という。）を除く。）がある場合には、その金額

を控除した金額）をいう（措法 42 の 12 の５③四・五）。 

 ３ 新規雇用者比較給与等支給額とは、法人の適用年度開始の日の前日を含む事業

年度（以下「前事業年度」という。）の所得の金額の計算上損金の額に算入される

国内新規雇用者に対する給与等の支給額（その給与等に充てるため他の者から支

払を受ける金額（雇用安定助成金額を除く。）がある場合には、その金額を控除し

た金額となり、前事業年度の月数とその適用年度の月数とが異なる場合には、その

月数に応じて計算した一定の金額となる。）をいう（措法 42 の 12 の５③六）。 

   ４ 控除対象新規雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上

損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額（その給与等に充

てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額）

のうち、その適用年度の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除



26 

 

した金額に達するまでの金額をいい（措法 42 の 12 の５③四）、適用年度において

「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度

（雇用促進税制）」の適用を受ける場合には、その規定による控除を受ける金額の

計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として一定の方法により計算した

金額を控除する（措法 42 の 12 の５①）。 

   ５ 比較教育訓練費の額とは、法人の適用年度開始の日前１年以内に開始した各事

業年度の損金の額に算入される教育訓練費の額（その各事業年度の月数と適用年

度の月数が異なる場合には、教育訓練費の額に適用年度の月数を乗じてこれを各

事業年度の月数で除して計算した金額）の合計額をその１年以内に開始した各事

業年度の数で除して計算した金額をいう（措法 42 の 12 の５③八）。 

 

 

 
（財務省資料より）   

 

(2) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の特別税額控除制度（所得拡大促進税制）

の見直し 

  中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の特別税額控除制度について、次の見直

しが行われた上、その適用期限が２年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧されました（措法

42 の 12 の５②、③十～十二）。 

 イ 適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除

した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が1.5％以上であることとの要件

が、雇用者給与等支給額（注 1）から比較雇用者給与等支給額（注 2）を控除した金額

の比較雇用者給与等支給額に対する割合が 1.5％以上であることとの要件に見直されま

した。 

 ロ 特別税額控除率（原則：15％）が 25％となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額

から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対

する割合が 2.5％以上であることとの要件が、雇用者給与等支給額（注 6）から比較雇
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用者給与等支給額（注 7）を控除した金額の比較雇用者給与等支給額に対する割合が

2.5％以上であることとの要件に見直されました。 

 ハ 給与等の支給額から控除される給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額

（上記（注２）参照）について、その範囲が明確化されるとともに、次の見直しが行わ

れました（措法 42 の 12 の５③五括弧書き）。 

① 上記イ及びロの要件を判定する場合には、雇用安定助成金額を控除しないことと

する。 

② 特別税額控除率（15％又は 25％）を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額（注 6）

から比較雇用者給与等支給額（注 7）を控除した金額は、雇用安定助成金額を控除し

て計算した金額を上限とする。 

(注)6 雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の所得金額の計算上損金の額に算

入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう（措法 42 の 12 の５③十）。 

         7 比較雇用者給与等支給額とは、法人の適用年度の前事業年度の所得金額の計

算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額として一定の

金額をいう（措法 42 の 12 の５③十一）。 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 15 の６）。） 

 

 
（財務省資料より） 

 

認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例（創設） 

 青色申告書を提出する法人で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行の

日（令和 3 年 6 月 16 日）から同日以後１年を経過する日までの間に産業競争力強化法第 21

条の 15 第１項の認定を受けたもののうちその認定に係る同法に規定する認定事業適応事業

者であるものの同法の認定事業適応計画に記載された実施時期内の日を含む各事業年度

（次の要件を満たす事業年度に限る。以下「適用年度」という。）において青色申告書を提
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出した事業年度の欠損金の繰越控除制度（法法 57①）を適用する場合において、特例欠損

事業年度（注）において生じた欠損金額があるときは、超過控除対象額（注）に相当する金

額を同制度において損金算入することができる金額に加算することとされました（措法 66

の 11 の４①）。 

① 基準事業年度（特例事業年度のうち、その開始の日が最も早い事業年度をいう。）後の

各事業年度で欠損金の控除前に所得の金額が生じた最初の事業年度開始の日以後５ 年

以内に開始する事業年度であること 

② 令和８年４月１日以前に開始する事業年度であること 

③ 法人税法第 57 条第 11 項各号に掲げる法人（中小法人等）のその各号に掲げる事業年

度でないこと 

（注）特例欠損事業年度とは、令和２年４月１日から令和３年４月１日までの期間内の日を

含む事業年度（一定の場合には、令和２年２月１日から同年３月 31 日までの間に終了

する事業年度及び翌事業年度。以下「特例事業年度」という。）において生じた欠損金

額のうちに超過控除対象額（適用事業年度終了の日までに認定事業適応計画に従って

行った投資の額から既に本制度により損金算入した欠損金額に相当する金額を控除し

た金額その他一定の金額をいう。）がある場合におけるその特例事業年度をいう（措法

66 の 11 の４②、令 3.7 内閣府告示 7）。 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 96 の２）。） 

 

経済産業省（「繰越欠損金の控除上限」の特例ガイドライン） 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/kurikoshi.pdf 
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（財務省資料より） 
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株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例（創設） 

 法人が、その有する株式（以下「所有株式」という。）を発行した他の法人を会社法に規

定する株式交付子会社とする株式交付によりその所有株式を譲渡し、その株式交付に係る

会社法に規定する株式交付親会社の株式の交付を受けた場合（その株式交付により交付を

受けた株式交付親会社の株式の価額が、交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額

の合計額のうちに占める割合が 80％に満たない場合を除く。）には、その譲渡した所有株式

（交付を受けた株式交付親会社の株式に対応する部分に限る。）の譲渡損益の計上が繰り延

べられることとされました（注 1）（措法 66 の２の２①②、措令 39 の 10 の 3④）。 

 また、株式交付親会社の確定申告書の添付書類に株式交付計画書及び株式交付に係る明

細書が加えられる（注 2）とともに、その明細書に株式交付により交付した資産の数又は価

額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を添付することとされました（法規 35

六）。 

(注)１ 外国法人の本特例の適用については、その外国法人の恒久的施設において管理する

株式に対応して株式交付親会社の株式の交付を受けた部分に限る（措令 39 の 10 の

3①）。 

  ２ 株式交換及び株式移転についても同様の措置が講じられる（法規 35 六）。 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 86）。） 

 

 
（財務省資料より） 
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（財務省資料より） 

 

 

（財務省資料より） 
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中小企業事業再編投資損失準備金制度（経営資源集約化税制）（創設） 

(1) 中小企業事業再編投資損失準備金の積立て 

  中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）で青色申告書を提出するものの

うち、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行の日（令和 3 年 8 月 2 日）

から令和６年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画（同

法に規定する事業承継等事前調査に関する事項の記載があるものに限る。）について認定

を受けたものが、各事業年度においてその経営力向上計画に従って行う同法に規定する

事業承継等（特定の措置のものに限る。）として他の法人の株式又は出資の取得（購入に

よる取得に限る。）をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続

き有している場合（その取得をした株式等（以下「特定株式等」という。）の取得価額が

10 億円を超える場合を除く。）において、その特定株式等の価格の低落による損失に備え

るため、その特定株式等の取得価額の 70%相当額（その事業年度においてその特定株式

等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうちその事業年度の損金の額に

算入された金額相当額を控除した金額）以下の金額を損金経理の方法（その事業年度の決

算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により特

定株式等を発行した法人（以下「特定法人」という。）別に中小企業事業再編投資損失準

備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度の所得の金額の計算

上、損金の額に算入することとされました（措法 55 の２ ①）。 

 

(2) 中小企業事業再編投資損失準備金の取崩し 

  上記⑴により中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終

了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損

失準備金の金額（その日までに益金の額に算入された又は算入されるべきこととなった

金額がある場合には、その金額を控除した金額）のうちにその積み立てられた事業年度

（以下「積立事業年度」という。）終了の日の翌日から５年を経過したもの（以下「据置

期間経過準備金額」という。）がある場合には、その据置期間経過準備金額については、

積立事業年度において、中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額にその

各事業年度の月数を乗じてこれを 60 で除して計算した金額（その計算した金額が据置期

間経過準備金額を超える場合には、その据置期間経過準備金額）相当額を、その事業年度

の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとされました（措法 55 の２②）。 

 

(3) 株式等を譲渡した場合等の中小企業事業再編投資損失準備金の取崩し 

  上記⑴により中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が次に掲げる場

合に該当することとなったときには、それぞれに掲げる金額相当額は、その該当すること

となった日を含む事業年度（③の場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度）の所
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得の金額の計算上、益金の額に算入することとされました（措法 55 の２③、措令 32 の

3①②）。 

① 中小企業等経営強化法の規定により認定が取り消された場合（その認定に係る経営

力向上計画に従って行う事業承継等として特定法人の株式等の取得をしていた場合に

限る。）  その取り消された日におけるその特定法人に係る中小企業事業再編投資損

失準備金の金額 

② その中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有

しないこととなった場合（③又は④に該当する場合及びその法人を合併法人とする適

格合併により特定法人が解散した場合を除く。）  その有しないこととなった日にお

けるその特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうち、その有しな

いこととなった株式等に係るものとして一定の方法により計算した金額（その特定法

人の株式等の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日に

おけるその特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額） 

③ 合併により合併法人にその特定法人の株式等を移転した場合  その合併の直前に

おけるその特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額 

④ その特定法人が解散した場合（その法人を合併法人とする適格合併により解散した

場合を除く。）  その解散の日におけるその特定法人に係る中小企業事業再編投資損

失準備金の金額 

⑤ その特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合  その減額をした日

におけるその特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額

をした金額相当額（分割型分割等の特定の事由によりその帳簿価額を減額した場合に

は、同日におけるその中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうち、その減額をした

金額に対応する部分の金額として一定の金額） 

⑥ その法人が解散した場合（合併により解散した場合を除く。）  その解散の日にお

ける中小企業事業再編投資損失準備金の金額 

⑦ 上記⑵、①から⑥及びその他の特定の事由以外の場合において特定法人に係る中小

企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合  その取り崩した日における

その特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうち、その取り崩した

金額相当額 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 44）。） 

 

中小企業庁（経営資源集約化税制に関する Q&A 集）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei/qa.pdf 
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（財務省資料より） 

 

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度（中小企業投資促

進税制） 

 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の

見直しが行われた上、その適用期限が２年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧されました（措

法 42 の６①）。 

(1) 指定事業の範囲 

  対象となる指定事業に次の事業が加えられます（措令 27 の 6⑤、措規 20 の 3）。 

① 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活衛生同業組

合の組合員が行うものに限る。） 

② 不動産業 

③ 物品賃貸業 

(2) 中小企業者等の範囲 

  中小企業者等の範囲について、次の見直しが行われます。 

 イ 本制度の対象となる中小企業者等に商店街振興組合が加えられました（措法 42 の６

①） 

 ロ 中小企業者の判定における大規模法人から一定の独立行政法人中小企業基盤整備機

構を除外する特例が廃止されました（措法 42 の６①、改正前措令 27 の 6①）。 

(3) 特定機械装置等の範囲 
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  本制度の対象となる減価償却資産から匿名組合契約その他これに類する一定の契約の

目的である事業の用に供するものが除外されました（措法 42 の６①、措令 27 の 6①）。 

  

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 11）。） 

 

 
 

 

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度（商業・

サービス業・農林水産業活性化税制）（中小企業投資促進税制への統合） 

 本制度（措法 42 の 12 の３、68 の 15 の４）は、適用期限の到来をもって廃止され、本制

度の適用対象とされている中小企業者に準ずる一定の法人及び指定事業のうち、「中小企業

者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度（中小企業投資促進税制）」

の適用対象外とされているものが、同制度の適用対象に加えられました。 

 

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度

（中小企業経営強化税制） 

 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度

について、次の見直しが行われた上、その適用期限が２年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧

されました（措法 42 の 12 の４①）。 

(1) 中小企業者等の範囲 
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  中小企業者の判定における大規模法人から一定の独立行政法人中小企業基盤整備機構

を除外する特例が廃止されました。 

(2) 特定経営力向上設備等の範囲（経営資源集約化設備（D 類型）の追加） 

  関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正 ROA 又

は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画（経営資源集約化に資する措

置が記載されたものに限る。）を実施するために必要不可欠な設備が加えられました（中

小企業等経営強化法施行規則改正）。 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 15 の５他）。） 

 

 
 

中小企業者等の法人税率の特例 

 時限措置による軽減税率の適用期限が２年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧されました

（措法 42 の３の２①、68 の８①）。 
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地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は

特別税額控除制度（地域未来投資促進税制） 

 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又

は特別税額控除制度（地域未来投資促進税制）について、次の措置が講じられた上、その適

用期限が２年（令和 5 年 3 月 31 日まで）延⾧されました（措法 42 の 11 の２①）。 

(1) 対象事業 

  対象となる事業にサプライチェーンの強靭化に資する類型を加えるとともに、承認地

域経済牽引事業の主務大臣の確認要件のうち先進性に係る要件について、次の見直しが

行われました（平 29.8 総務省他告示１）。 

① 事業の先進性の確認に当たっては、投資収益率又は労働生産性の伸び率が一定水準

以上（５％以上又は４％以上）であることが見込まれることを確認すること。 

② サプライチェーンの強靭化に資する類型については、上記①の投資収益率又は労働

生産性の伸び率の確認に代えて、海外に生産拠点が集中している一定の製品の製造を

すること及びその地域経済牽引事業計画が実施される都道府県の行政区域内でのその

製品の承認地域経済牽引事業者の取引額の一定水準以上の増加が見込まれることを確

認すること。 

③ 事業の実施場所に関する要件について、その承認地域経済牽引事業に係る地域経済

牽引事業計画の承認を受けた日がその特定非常災害発生日から１年（改正前：３年）を

経過していない場合とされ、対象となる区域が特定非常災害により生産活動の基盤に

著しい被害を受けた地区のうちその特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供す

ることができなくなった建物等の敷地等の区域であること。 

 

(2) 特別償却率及び特別税額控除率 
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  機械装置及び器具備品の特別償却率及び特別税額控除率が引き上げられる要件につい

て、その確認に当たっては、投資収益率及び労働生産性の伸び率が一定水準以上であるこ

とが見込まれることを確認することとされました（平 29.8 総務省他告示１号）。 

(3) 地域経済牽引事業計画の確認 

 主務大臣の確認を受けた承認地域経済牽引事業計画の実施期間内には、同一の都道府

県知事又は主務大臣の承認を受けた他の地域経済牽引事業計画について主務大臣の確認

を受けられないこととされ、承認地域経済牽引事業計画の実施期間終了後に、同一の都道

府県知事又は主務大臣の承認を受けた他の地域経済牽引事業計画について主務大臣の確

認を受けようとする場合には、主務大臣は、現行の要件の確認に加えて、その確認に係る

地域経済牽引事業計画前の地域経済牽引事業計画に係る投資収益率及び労働生産性の伸

び率の実績を確認することとされました（平 29.8 総務省他告示１号）。 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 14 の３他）。） 

 

 
（財務省資料より） 

 

特定事業継続力強化設備等の特別償却制度（中小企業防災・減災投資促進税制） 

 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について、次の措置が講じられました。 

(1) 対象法人の範囲 
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  本制度の対象となる法人の範囲について、次の見直しが行われました。 

① 本制度の対象となる法人が中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。） 

又はこれに準ずる一定の法人のうち「中小企業の事業活動の継続に資するための中小

企業等経営強化法等の一部を改正する法律」の施行の日（令和元年７月 16 日）から令

和５年３月 31 日までの間に中小企業等経営強化法に規定する事業継続力強化計画等の

認定を受けた同法に規定する中小企業者であり、中小企業等経営強化法の認定を受け

た日から同日以後１年を経過する日までの間に取得等をするものに限定されました

（措法 44 の２①）。 

② 中小企業者の判定における大規模法人から一定の独立行政法人中小企業基盤整備機 

構を除外する特例の廃止（措法 44 の２①）。 

(2) 事業継続力強化設備等の範囲 

  本制度の対象となる資産について、次の見直しが行われました。 

（措法 44 の２①）。 

 イ 機械装置及び器具備品の部分について行う改良又は機械装置及び器具備品の移転の

ための工事の施行に伴って取得等をするものを追加（措法 44 の２①）。 

 ロ 事業継続力強化設備等に次の資産を追加（中小企業等経営強化法 56②二ロ、同省令

改正他）。 

① 架台（対象となる資産をかさ上げするために取得等をするものに限る。） 

② 無停電電源装置 

③ 感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ 

 ハ 事業継続力強化設備等の取得等に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給

付金その他これらに準ずるもの（以下「補助金等」という。）の交付を受けた法人が、

その補助金等をもって取得等をしたその補助金等の交付の目的に適合したものを除外

（措法 44 の２②）。 

 ニ 事業継続力強化設備等から火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備及び

防火シャッターを除外（中小企業等経営強化法 56②二ロ、同規則 24）。 

(3) 特別償却率 

 令和５年４月１日以後に取得等をする事業継続力強化設備等については、特別償却と

して、取得価額に乗ずる割合が 18％（改正前：20％）に引き下げられました（措法 44

の２①）。 

 

（連結納税制度においても同様の措置が講じられました（措法 68 の 20）。） 

 

中小企業庁（中小企業防災・減災投資促進税制の運用に係る実施要領） 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/bousaizeisei_yo

ryo.pdf 



40 

 

 
 

 
（財務省資料より） 
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参考 

 

（財務省資料より） 
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Ⅴ 消費課税関係 

 

消費税の仕入控除税額の計算（課税売上割合に準ずる割合） 

 消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課

税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後１月を経過する日までに税務署

⾧の承認を受けた場合には、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなし

て、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用い

ることができることとなりました（消 47⑥）。 
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Ⅵ 納税環境整備関係 

 

税務関係書類における押印義務の見直し 

 提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲

げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととされました（通則法 124、旧同法 2 項）。

① 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を 

求めている書類 

② 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 

なお、国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた

取扱いとされました。 

 

 
（財務省資料より） 

 

電子帳簿等保存制度の見直し 

（1）国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度 

  国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、次の見直しが行われまし

た。 

 イ 承認制度が廃止されます（電子帳簿保存法４①②、５）。 

 ロ 国税関係帳簿書類（国税関係帳簿については、正規の簿記の原則に従って記録される

ものに限る。以下ロにおいて同じ。）について、自己が一貫して電子計算機を使用して
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作成する場合には、次に掲げる要件に従って、その国税関係帳簿書類に係る電磁的記録

の保存を行うことができることとされました（電子帳簿保存法４①②、５、同法規則 2、

3）。 

 （イ）電子計算機処理システムの概要書その他一定の書類の備付けを行うこと。 

 （ロ）電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書等

を備え付け、ディスプレイの画面等に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やか

に出力することができること。 

 （ハ）国税庁等の当該職員の質問検査権に基づくその国税関係帳簿書類に係る電磁的記録

のダウンロードの求めがある場合には、これに応じることとすること。 

 ハ 上記ロ（イ）及び（ロ）の要件、現行の訂正等履歴要件及び相互関連性要件並びに下

記⑵ニの見直し後と同様の検索要件の全てを満たして一定の国税関係帳簿(注)に係る

電磁的記録の保存等を行う者（その旨の届出書をあらかじめ提出した者に限る。）のそ

の電磁的記録に記録された事項に関し所得税、法人税又は消費税に係る修正申告又は

更正があった場合（申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合を除く。）

には、その記録された事項に関し生じた申告漏れに課される過少申告加算税の額につ

いては、通常課される過少申告加算税の額から当該申告漏れに係る所得税、法人税又は

消費税の５％に相当する金額を控除した金額とされました（電子帳簿保存法８④）。 

（注）上記の「一定の国税関係帳簿」とは、所得税若しくは法人税の青色申告者が保存

しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿又は消費

税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿をいう。 

 ニ 上記の改正に伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額 65 万円の適用要件について、

仕訳帳及び総勘定元帳につき国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度の要件

を満たす電磁的記録の保存等を行っていることを、仕訳帳及び総勘定元帳につき上記

ハの要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることとされました（措法 25 の２④

一）。 

 

 
（財務省資料より） 
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(2) 国税関係書類に係るスキャナ保存制度 

  国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しが行われました。 

 イ 承認制度が廃止されました（電子帳簿保存法４③）。 

 ロ タイムスタンプ要件について、付与期間を記録事項の入力期間（最⾧約２月以内）と

同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署

を不要とするほか、電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認す

ることができるシステム（訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。）にお

いて、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に代えること

ができることとされます(通達改正)。 
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 ハ 適正事務処理要件（相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等をい

う。）が廃止されました（旧電子帳簿保存法規則 3⑤三）。 

 ニ 検索要件について、検索項目を取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定されると

ともに、保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウン

ロードの求めに応じることとする場合にあっては、範囲指定及び項目を組み合わせて

設定できる機能の確保は不要とされました（電子帳簿保存法規則 2⑥六）。 

 

(3) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度 

  電子取引（取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。）の取引情

報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しが行われました（電子帳簿保存法規

則 4①二）。 

 イ タイムスタンプ要件について、付与期間を上記⑵ロの見直し後と同様の期間とされ

ました。 

 ロ 検索要件について、上記⑵ニと同様の措置が講じられることに加え、判定期間(注)に

おける売上高が 1,000 万円以下である保存義務者が上記⑵ニの求めに応じることとす

る場合にあっては、検索要件の全てが不要とされました（電子帳簿保存法規則 4①）。 

(注)「判定期間」とは、個人事業者にあっては電子取引が行われた日の属する年の前々

年の１月１日から 12 月 31 日までの期間をいい、法人にあっては電子取引が行われ

た日の属する事業年度の前々事業年度をいう。 

 

⑷ 国税関係書類に係るスキャナ保存制度並びに申告所得税、法人税及び消費税における

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度 

  国税関係書類に係るスキャナ保存制度並びに申告所得税、法人税及び消費税における

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次のとおり電磁的記録の適

正な保存を担保するための措置が講じられました。 

 イ スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者又は申告所得税、法人税及び消

費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者のその電磁的記録に

記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告若しくは修正

申告又は更正若しくは決定等があった場合には、その記録された事項に関し生じた申

告漏れ等に課される重加算税の額については、通常課される重加算税の額に当該申告

漏れ等に係る本税の 10％に相当する金額を加算した金額とされます（電子帳簿保存法

８⑤）。 

 ロ スキャナ保存が行われた国税関係書類の電磁的記録並びに申告所得税及び法人税に

おける電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、次のとおりとされました。 
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（イ）スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者は、上記⑵ロからニまでの見直

し後の要件を含めた保存要件を満たさない電磁的記録についても、保存しなければ

ならないこととされました（電子帳簿保存法４③）。 

 （ロ）申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者

が行う当該電磁的記録の出力書面等の保存をもって当該電磁的記録に代えることが

できる措置は、廃止されました（電子帳簿保存法７）。 

 （ハ）上記⑵ロからニまで又は上記⑶イ及びロの見直し後の要件を含めた保存要件を満た

さない電磁的記録については、国税関係書類等と扱わないこととされるとともに、災

害その他やむを得ない事情により、当該保存要件に従って当該電磁的記録の保存を

することができなかったことを証明した場合には、その事情が生じた日以後につい

ては、当該保存要件は不要とされました（電子帳簿保存法規則 2⑧）。 

 

 
（財務省資料より）   
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円滑な申告・納税のための環境整備 

1 スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続（創設） 

  国税の納付手続について、国税を納付しようとする者が、その税額が 30 万円以下であ

り、かつ、その者の使用する第三者型前払式支払手段による取引等によって決済すること

ができる金額以下であって、インターネットを利用して行う入力により納付しようとす

る場合には、国税庁⾧官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとさ

れます（通則法 34 の 3①二、同規則 2①三（令和 4 年 1 月 4 日から施行））。すなわち、

スマートフォンを使用した決済サービスを利用した納付(スマホアプリ納付)が可能とな

ります。 

  この場合において、納付受託者が国税を納付しようとする者の委託を受けた日に国税

の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受

託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置が講じ

られました。 
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2 ｅ-Tax による申請等の方法の拡充 

税務署⾧等に対する申請等で電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）によりその申

請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書

面による提出に代えて、スキャナによる読み取り等により作成した電磁的記録（いわゆる

「イメージデータ」）を送信することにより行うことができることとされます（国税関係

に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令（国税オンライン化省令）

5②）。 

 

 
 


